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第３章 事業計画の基本的な理念・方針 

 

１ 計画の愛称 

本市が「子どもにやさしいまちづくり」を進めていくため、その基本となる理念及び

具体化の方向を示した「奈良市子どもにやさしいまちづくり条例」がめざす「子どもに

やさしいまち」とは、子どもの権利を尊重し、子どもが自立するための知識と経験を得

られるよう子どもへの支援及び子育て支援を社会全体で取り組み、一人一人の子どもが

安心して豊かに暮らすことのできるまちをいいます。 

この条例に基づく取り組みと事業計画との整合性を図るため、「子どもにやさしいま

ちづくり」をキーワードに、本計画の愛称を『奈良市子どもにやさしいまちづくりプラ

ン』とします。 

２ 計画の基本理念 

次代を担う子どもは人間としての尊厳と人格をもった存在であり、社会の一員として

大切に育てられる必要があります。子育ての基盤は家庭であり、子育ては第一義的責任

として保護者が担うべき重要な役割であるという考え方を基本とし、さらにすべての子

育て家庭に対して包括的で継続的な子育て支援と地域、さらには社会全体で子育て家庭

を優しく見守り応援していくことが大切です。そのような環境で育つ子どもは、いきい

きと輝き、未来を築く社会の担い手となると考えます。 

本計画では、奈良市次世代育成支援行動計画の基本理念「豊かな心を持ち、未来をひ

らく子どもを育むまち・なら」の考えを継承するとともに、「奈良市子どもにやさしい

まちづくり条例」の方向性や本市のめざす将来像を踏まえ、次のように基本理念を定め

ます。 

 

すべての子どもが今を幸せに生き、 
夢と希望を持って 

成長することができるまち なら 
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３ 計画の基本方針 

本計画では、基本理念を受けて、「子ども」「子育て家庭」「地域や社会」という３つ

の視点から、子どもにやさしいまちづくりのために、次の３つの基本方針を掲げ、総合

的に施策を展開することをめざします。 
 

（１）子どもがいきいきと心豊かに育つまちづくり【子ども】 ■ ■ ■ ■ ■ 

子どもは、社会の希望、未来をつくる力です。そのためにも、子どもは、家族の愛情

の下に養育され、自らも家族の一員としての様々な役割を果たしながら成長を遂げてい

くことが必要です。 

本市の人口推移を見ると、世帯当たりの子どもの人数が減少しており、家庭の小規模

化が進む中、就学前施設（認可保育所（園）・幼稚園）全体として、在籍児童の割合が

増加しています。その中でも、３～５歳児の約９割が幼稚園や保育所等の就学前施設に

在籍しており、待機児童も見られます。 

このような保育ニーズの高まりへ対応するため、今後、幼稚園等の既存施設の活用や

幼保の連携を図りながら、保育サービスの拡充を計画的に進めるとともに、地域や子育

て支援を行う団体等と密接に連携、協力して本市の特性に応じた子育て支援施策を進め

ます。 

また、子どもの視点に立ち、幼児期の人格形成を培う教育・保育については良質かつ

適切な内容及び水準のものとなるように配慮し、子どもの健やかな発達が保障され「子

どもの最善の利益」が実現される社会をめざす取り組みを進めます。 
 

（２）子どもを安心して生み育てられるまちづくり【子育て家庭】 ■ ■ ■ 

安心して子育てをするためには、教育・保育施設を利用する子どもの家庭のみならず、

在宅の子育て家庭を含むすべての子ども及び子育て家庭を対象として、妊娠・出産期か

らの切れ目のない支援を行っていくことが必要です。 

子ども・子育て支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有することを前提

としつつ、子育てに不安や悩みを抱えた保護者や子育て家庭が、孤立することがないよ

う、家庭環境等の変化により多様化する相談に応え、保護者が自己肯定感（自分のよさ

を肯定的に認める感情）を持ちながら子どもと向き合える環境を整えることで、すべて

の子どもが心身ともに健康で過ごせる環境づくりに取り組みます。 
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また、児童虐待や子どものいじめ問題等については、保育所・幼稚園・学校のほか、

行政や専門機関、家庭・地域社会・企業等が連携して対応することが必要であり、組織

的な取り組みを強化します。 

 

 

（３）地域全体で子どもと子育て家庭を見守るまちづくり【地域や社会】 ■ ■ ■ 

「すべての子どもと家庭」への支援という視点から、社会のあらゆる分野におけるす

べての構成員が、子ども・子育て支援の重要性に対する関心や理解を深め、各々が協働

し、それぞれの役割を果たすことが必要です。 

子育て期における就労中の母親が増加していることから、仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）の実現に向けて、家庭、職場、地域において子育てに対する理

解を促し、市民、事業者、行政が一体となって取り組む環境の醸成に努めます。 

また、親子が住みよいまちづくりを進めるためには、全市的な活動として安心・安全

なまちづくりを強く推進していくことが必要です。地域には保育所や幼稚園など、子育

ての知識や技術、人材、施設などの福祉・教育資源を有しており、そうした資源を有効

に活用しつつ、子どもの成長にとってより良い環境づくりのために、子どもや子育てを

見守り、支えあうことができるような仕組みづくりに取り組みます。 
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